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世
界
遺
産
で

あ
る
屋
久
島
に

初
め
て
訪
れ
ま

し
た
。
民
宿
ま

で
約
８
時
間
の

旅
で
し
た
▼
２

日
目
は
、
レ
ン

タ
カ
ー
で
島
を
一
周
（
約
１

３
０
キ
ロ
）
し
ま
し
た
。
最

初
は
民
宿
の
主
人
の
案
内
で

現
在
も
活
動
す
る
ト
ロ
ッ
コ

の
軌
道
で
す
。
昔
は
屋
久
杉

を
安
房
の
港
ま
で
切
り
出
す

経
路
で
し
た
が
、
今
は
水
力

発
電
所
の
職
員
が
維
持
・
保

安
の
た
め
に
通
勤
に
使
わ

れ
、
島
の
電
力
は
水
力
で
１

０
０
％
賄
っ
て
い
ま
す
。
亜

熱
帯
で
あ
り
な
が
ら
谷
間
の

風
は
涼
し
さ
を
誘
い
ま
す
。

そ
の
後
、
滝
が
直
接
海
に
流

れ
る
「
ト
ロ
ー
キ
の
滝
」、

一
枚
岩
の
山
肌
か
ら
流
れ
る

「
千
尋
滝
」、
高
さ
88
ｍ
の

「
大
川
の
滝
」
な
ど
の
勇
壮

な
自
然
と
周
遊
道
路
で
の
屋

久
猿
の
親
子
と
の
出
会
い
、

ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
な
ど
見

て
き
ま
し
た
▼
３
日
目
は

「
屋
久
ス
ギ
ラ
ン
ド
」
と
世

紀
杉
な
ど
山
の
中
へ
行
き
自

然
遺
産
の
本
領
で
あ
る
屋
久

ス
ギ
と
共
生
す
る
木
々
や
倒

木
、
屋
久
鹿
の
家
族
、
滔
々

と
流
れ
出
る
沢
を
渡
り
、
眺

め
、
歩
き
ま
し
た
。
何
千
年

も
の
前
か
ら
こ
の
急
峻
で
雨

の
多
い
屋
久
で
こ
の
自
然
と

溶
け
込
み
生
き
る
杉
の
生
命

力
に
畏
敬
の
念
と
崇
高
さ
を

感
じ
ま
し
た
▼
し
か
し
、
大

阪
に
帰
っ
て
「
公
務
員
基
本

条
例
」
？
節
電
だ
け
で
な
い

蒸
し
暑
さ
と
人
の
社
会
の
騒

々
し
さ
は
い
っ
た
い
何
？

 

（
Ｔ
）

９／１

1937 ９月20日９月20日
府議会開会日府議会開会日
議員要請行動
昼 休 み 集 会

「職員基本条例」の
議会提案を許すな

憲
法・地
方
自
治
に
基
づ
く
職
務
を
遂
行
で
き
る
府
政
へ

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
府
民
と
向
き
合
い

　

橋
下
知
事
が
率
い
る
「
大
阪

維
新
の
会
」
は
22
日
、「
職
員

基
本
条
例
案
」
と
「
教
育
基
本

条
例
案
」
の
概
要
を
発
表
し
、

大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
の

９
月
議
会
に
条
例
案
を
提
出
す

る
こ
と
を
表
明
し
た
。

　

「
職
員
基
本
条
例
案
」
の
概

要
は
、「
部
長
や
次
長
な
ど
幹
部

職
員
を『
準
特
別
職
』と
し
て
公

　

「
大
阪
維
新
の
会
」
は
「
職
員
基
本
条
例
案
」
と
「
教

育
基
本
条
例
案
」
の
概
要
を
発
表
し
、
９
月
府
議
会
に
条

例
案
を
提
出
す
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。「
職
員
基
本

条
例
案
」
の
概
要
は
、「
幹
部
職
員
を『
準
特
別
職
』と
し
て

公
募
制
を
導
入
」「
民
間
登
用
や『
抜
て
き
人
事
』を
可
能

に
す
る
」
と
し
、
知
事
や
一
部
幹
部
に
強
大
な
特
権
を
与

え
、
府
幹
部
を
特
権
官
僚
化
す
る
も
の
で
す
。
府
職
労

は
、
以
下
の
委
員
長
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
。

募
制
を
導
入
」「
民
間
登
用
や『
抜

て
き
人
事
』を
可
能
に
す
る
」と

し
、知
事
や
一
部
幹
部
に
強
大

な
特
権
を
与
え
、
府
幹
部
を
特

権
官
僚
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

狙
い
は

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
強
化

　

ま
た
、
日
々
府
民
と
接
し
、

第
一
線
で
働
く
職
員
に
対
し
て

は
、「
人
事
評
価
の
相
対
評
価
を

徹
底
し
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
最
も
低
い
職
員
か
ら
一
定
数

を
下
位
評
価
に
す
る
こ
と
を
人

事
担
当
に
義
務
付
け
る
」と
し
、

「
連
続
し
て
下
位
評
価
を
受
け

た
職
員
を
分
限
免
職
の
対
象
と

す
る
」「
同
じ
職
務
命
令
に
３
回

連
続
で
違
反
し
た
職
員
は
分
限

免
職
」「
職
制
や
定
数
の
改
廃
、

予
算
の
減
少
に
よ
り
過
員
を
生

じ
た
職
員
を
免
職
で
き
る
」
と

し
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
徹
底

し
、
特
権
官
僚
に
よ
る
職
員
支

配
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
国
憲
法
は
二
度
と
侵
略

戦
争
や
人
権
侵
害
を
繰
り
返
さ

な
い
た
め
に
、
公
務
員
を
全
体

の
奉
仕
者
と
し
、
憲
法
尊
重
・

擁
護
の
義
務
を
課
し
て
お
り
、

公
務
員
は
憲
法
の
立
場
で
住
民

護
件
数
圧
縮
と
い
う
「
業
務
目

標
」
と
「
評
価
制
度
」
が
存
在

し
た
が
、
府
民
の
生
活
実
態
よ

り
も
上
司
の
定
め
た
目
標
が
優

先
さ
れ
れ
ば
、
府
民
の
願
い
か

ら
か
け
離
れ
た
府
庁
に
変
質
す

る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

財
界
・
大
企
業
主
導
の

府
庁
へ
変
質

　

「
条
例
案
」
の
前
文
で
は
、

「『
民
』
が
求
め
る
政
策
を
実

現
す
る
こ
と
を
阻
む
硬
直
化
し

た
公
務
員
制
度
を
再
構
築
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」

「
わ
が
国
社
会
の
停
滞
を
打
破

し
、『
民
』
主
体
の
社
会
と
す

る
た
め
に
公
務
員
制
度
改
革
を

の
命
・
財
産
を
守
る
こ
と
が
職

責
で
あ
る
。

「
身
分
保
障
」は
憲
法

15
条
に
基
づ
く
も
の

　

い
わ
ゆ
る
「
身
分
保
障
」

は
、
選
挙
に
よ
り
交
代
す
る
こ

と
が
前
提
の
首
長
に
よ
る
恣
意

的
な
処
分
や
免
職
の
横
行
に
よ

り
、
行
政
の
大
前
提
で
あ
る
政

治
的
中
立
性
と
行
政
の
安
定
性

・
継
続
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
の
規
定
で
あ
り
、

憲
法
15
条
に
基
づ
く
行
政
の
原

則
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
身
分
保

障
」
は
公
務
員
の
労
働
基
本
権

が
剥
奪
さ
れ
る
前
か
ら
国
家
公

務
員
法
に
明
記
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。

客
観
性
・
公
平
性
な
い

評
価
で
職
員
を
ク
ビ
に
？

　

と
り
わ
け
、
人
事
評
価
で
必

ず
５
％
の
下
位
評
価
を
義
務
付

け
、
連
続
す
れ
ば
免
職
で
き
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
評
価
制
度
そ

の
も
の
に
客
観
性
も
公
平
性
も

な
い
以
上
、
上
司
に
気
に
入
ら

れ
る
こ
と
に
必
死
に
な
る
公
務

員
ば
か
り
を
つ
く
る
こ
と
に
な

る
。府
民
要
求
に
耳
を
傾
け
、そ

の
実
現
の
た
め
に
努
力
す
る
職

員
を
排
除
し
、
ど
ん
な
悪
政
で

あ
っ
て
も
権
力
や
上
司
に
従
い
、

府
民
を
抑
制
・
管
理
す
る
職
員

づ
く
り
を
狙
う
も
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、
生
活
保
護
を
認
め

ず
、
市
民
が
餓
死
し
た
と
い
う

痛
ま
し
い
事
件
の
背
景
に
、
保

行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
「
民
」
と
し
て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
民
間
大
企
業
」
で

あ
り
、「
府
民
」
で
は
な
い
。

こ
の
間
、
橋
下
知
事
と
「
大
阪

維
新
の
会
」
が
強
引
に
押
し
進

め
て
き
た
府
庁
の
Ｗ
Ｔ
Ｃ
移
転

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

「
条
例
案
」
の
真
の
狙
い
は
、

関
西
財
界
と
民
間
大
企
業
主
導

の
政
策
を
進
め
る
こ
と
で
あ

る
。
府
幹
部
の
民
間
登
用
や
任

期
制
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
た

め
の
「
公
務
員
改
革
」
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

今
、
深
刻
な
不
況
と
失
業
、

非
正
規
労
働
の
増
大
の
中
で
、

府
職
員
が
府
民
全
体
の
奉
仕
者

と
し
て
府
民
と
向
き
合
い
、
憲

法
・
地
方
自
治
に
基
づ
く
職
務

を
遂
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

憲
法
・
地
方
自
治
守
る

府
民
共
同
の
大
き
な

た
た
か
い
を
進
め
よ
う

　

府
職
労
は
、
憲
法
・
地
方
自

治
を
守
り
、
福
祉
や
教
育
、
医

療
な
ど
、
府
民
の
生
活
と
権
利

を
も
守
り
、「
大
阪
維
新
の
会
」

が
「
条
例
案
」
の
９
月
議
会
へ

の
上
程
を
行
わ
な
い
よ
う
強
く

求
め
る
と
と
も
に
、
府
民
要
求

の
前
進
め
ざ
し
、
広
範
な
府
民

と
の
共
同
し
た
取
り
組
み
を
全

力
で
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

政治の介入による公教育破壊と、ものいわぬ府民・職員づくりをねらう

「教育基本条例案」「職員基本条例案」を

許さない 府民集会
　「学校に強制はなじまない」
（毎日新聞）「政治は教育に口
を出すべきじゃあない」（野
中広務元自民党幹事長）な
ど、「君が代」強制条例に厳
しい批判がおこっています。
ところが、橋下知事が代表を
務める「大阪維新の会」は、
多くの国民・府民の声に背を
向け「教育基本条例案」と
「職員基本条例案」を府議会
などに提出すると発表しまし
た。憲法と地方自治法をふみ
にじる２つの条例案に反対の
声をあげましょう。各界からのあいさつ、リレートークなど

日 時 2011年９月６日（火）
午後６時30分～

講 演「教育に強制はなじまない」
堀尾 輝久さん
（東京大学名誉教授、元日本教育学会会長）

会 場 エル・おおさか大ホール
京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ300ｍ
地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ500ｍ

主　催：子どもと教育・文化を守る大阪府民会議／憲法改悪阻止大阪府各界連絡会議
　　　　自由法曹団大阪支部／民主法律協会／日本国民救援会大阪府本部
　　　　全大阪労働組合総連合／大阪教職員組合／大阪自治体労働組合総連合
連絡先：大阪教職員組合　☎06－6768－2330　FAX06－6768－2239

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

専
制
支
配
狙
う


